
沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使わないこ
とを求める意見書 
 

沖縄戦は、日本国内で唯一住民を巻き込んだ地上戦で２０万余の尊い命が失われた。 

 県民の犠牲者のうち、約 6割が沖縄本島南部の戦闘で亡くなったとされ、今なお多

くの遺骨が残され、収集作業は今も続けられている。 

 本市は「生命の尊厳」守る観点からあらゆる思想・信条の相違をこえて人類的立場

で核廃絶を願い恒久平和をめざして「核兵器廃絶・平和宣言」を決議（2014年 3月）

した経過がある。 

 戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使うことは、声なき死者への冒涜に他なら

ず、人道的にもあってはならないことであり、決して許されることではありません。 

 本市議会は戦没者とご遺族、県民、市民の心情に寄り添い、政府に対して下記の通

り求める。 

                 記 

一、 沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使わないこと。 

一、 日本政府が主体となり戦没者遺骨収集を実施すること。 

  

 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。 
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